
１　総括

  (1) 人件費の状況（普通会計決算）

（注）１　「普通会計」とは、本町の場合、一般会計です。
      ２　「人件費」には、町長、議員などの特別職に支給される給料、報酬なども含んでいます。

 （２）職員給与費の状況（普通会計決算）

　　　

（注）１　「職員手当」には退職手当（退職手当組合負担金）を含みません。
       ２　職員数は、平成２３年４月１日現在の人数です。

 (３) ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）

　　 　

※参考値
利府町：９５．０　　　類似団体平均：９６．７　　　全国町村平均：９５．５

　　　（注）１ ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を１００とした場合の地方公務員の給与水準を示す指数です。
　　　　　　２　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものです。
　　　　　　３　「参考値」は、国家公務員の時限的な（２年間）給与改定特例法による措置が無いとした場合の値です。

　　　（注）H24.4.1現在における団体の支給率と国基準の支給率により算出したもの
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※「地域手当補正後ラスパイレス指数」とは、地域手当を加味した地域における国家公務員と地方公務員の給与水準を
比較するため、地域手当の支給率を用いて補正したラスパイレス指数です。
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２　行政職給料表の状況（平成２４年４月１日現在）

（注）給料月額は、給与抑制措置を行う前のものです。

３　職員の平均給与月額、初任給等の状況（公営企業（水道事業）職員を除く）
  (1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成２４年４月１日現在）

　　 ①一般行政職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

　　 ②技能労務職

歳 25 人 円 円 円 歳 円

歳 ― 人 円 円 円 歳 円

歳 19 人 円 円 円 歳 円

歳 3 人 円 円 円 歳 円

歳 3 人 円 円 円 歳 円

歳 243 人 円 円 円 歳 円

歳 15 人 円 円 円 歳 円

円

円 円

円 円

円 円

円 円

（注）１　「平均給料月額」とは、平成２４年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均です。
      ２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当などのすべての
　　　　諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものです。　　　　　 
　　　　　また、「平均給与月額（国ベース）」は、国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、特殊勤務手当等の手当が 　　
　　　　含まれていないことから、比較のため国家公務員と同じベースで再計算したものです。

　　　３　表①の職種は、地方公務員給与実態調査に基づき、次のように区分しています。

　　　　　＜一般行政職＞

　　　　　　一般職員のうち、次に掲げる職員を除いた職員

　　　　　　・税務職

　　　　　　・海事職

　　　　　　・研究職

　　　４　国家公務員欄における「平均給料月額」及び「平均給与月額」（国ベース）の括弧書きは、給与改定特例法による措置

　　　　がないとした場合の値（減額前）である。

平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

平均年齢 職員数 平均給料月額

339,022 419,14142.5

平均年齢

宮　城　県

公　　務　　員
区　　分

国 (329,917)

307,200

平均給与月額
（国ベース）

341,614利　府　町

375,600

類似団体

うち保育所調理員

320,717

366,15941.3

284,424262,600

376,072

区　　分

うち学校給食員 ―

うち自動車運転手

宮　城　県

4,381,036

自家用乗用自動車運転手

―

平均給与月額

― (401,789)

（国ベース）

５級

388,300 400,600

６級

320,600

(A)

円

289,200

258,900

277,632

352,117

356,734

民　　　　　間

422,600

平均給与月額

円

うち用務員 275,653

４級

最高号俸の
給料月額

42.8 歳

46.3

42.8

利　府　町

49.4

※技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致しているものではない｡

（D）

利　府　町 4,503,488

区　　分

うち用務員

52.7

― ―

300,500

―287,711類似団体

133.42%

140.39%

112.18%

―

―

41.4

―

用務員 53.5

―

53.0

239,000

46.8 ―

―

の類似職種

平均給与月額

(B)

―

254,100

―

324,667

―

377,776 ――359,674

円―

303,886313,646

333,420

248,100

参　考

A／B

――

対応する民間

―

―

―

268,100

※民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用している｡

うち保育所調理員

C／D
（C）

―

206,600271,979

調理士266,767

49.9

44.6

円

公務員

参　　　考
年収ベース（試算値）の比較

民間

―

3,160,500

153.11%

164.38%

※年収ベースの「公務員（C）」及び「民間（D）」のデータは、それぞれ平均給与月額を１２倍したものに、公務員においては前年度に支給された期
末・勤勉手当、民間においては前年に支給された年間賞与の額を加えた試算値である｡

うち学校給食員 ― ―

2,861,400

3,397,000うち自動車運転手

132.99%

5,583,908

4,203,100

・企業職

・看護保健職

・福祉職

・技能労務職

・消防職

・医師（歯科含む）職

・薬剤師、医療技術職

１級 ２級 ３級

261,900

307,800 354,700

１号俸の
給料月額

（単位　：　円）

135,600

243,700

185,800 222,900

国 (285,030) (323,181)49.7 歳 3,479 人 ― 円 ―― ― 歳
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 （2) 職員の初任給の状況（平成２４年４月１日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円

円 円

（注）国家公務員欄における括弧書きは、給与改定特例法による措置がないとした場合の値（減額前）である。
　

 （3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成２４年４月１日現在）

円 円 円

円 円 円

円

４　一般行政職の級別職員数等の状況
 （1) 一般行政職の級別職員数の状況（平成２４年４月１日現在）

（注）１　利府町の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。 ##

      ２　「標準的な職務内容」とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。

  

　主査、主任主査、技術主査又は主任技術主査の職務

　主幹の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして
町長が規則で定める職務（技術主幹、所長）

　班長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして
町長が規則で定める職務（副参事）

　　　　　　　　％

285,200 337,400

144,500

利　府　町

　主事又は技師の職務

該当職員なし

国

172,200

大　学　卒

　会計管理者、課長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度
のものとして町長が規則で定める職務（室長、局長、参事）

区　　　　　分 宮　城　県

178,800大　学　卒

高　校　卒

　専門的知識又は経験を必要とする業務を行う主事又は技師の職務

243,600

該当職員なし

区　　　　分

一般行政職

一般行政職 (172,200)

２級

(140,100)高　校　卒

標準的な職務内容

高　校　卒

技能労務職

中　学　卒

248,100

199,800

経験年数２０年

　　　　　　　　人

中　学　卒

１級

該当職員なし

高　校　卒

区　　分

－

287,300

経験年数１０年

11.1%18
５級

　　　　　　　　人
34

13.0%

　　　　　　　　％

　　　　　　　　％

６級

　　　　　　　　％

３級
　　　　　　　　人

17.3%

技能労務職

23
　　　　　　　　人

125,400

　　　　　　　　％

経験年数１５年

28

－141,900

４級

121,600

該当職員なし

137,200

140,100

14.2%

　　　　　　　　人

職員数

該当職員なし

235,567

構成比

21.0%

　　　　　　　　％
23.5%

　　　　　　　　人
38

21

１級

17.3%
１級

16.3%

１級

16.1%

２級

14.2%
２級

14.4%

２級

19.3%

３級

23.5%
３級

24.4%

３級

20.5%

４級

13.0%

４級

14.4%

４級

16.1%

５級

11.1%
５級

8.1%

５級

8.1%

６級

21.0%
６級

22.5%

６級

19.9%
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3



 （2) 昇給への勤務成績の反映状況
　

５　職員の手当の状況（公営企業（水道事業）職員を除く）

 （1) 期末手当・勤勉手当

千円 千円

（平成２３年度支給割合） （平成２３年度支給割合） （平成２３年度支給割合）

期末手当　　　　　　　勤勉手当 期末手当 　　　　　　 勤勉手当 期末手当　　　　　　  勤勉手当

 月分  月分  月分  月分  月分  月分

（ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

　・役職加算　5％～15％ 　・役職加算　5％～20％ 　・役職加算　5％～20％

　・管理職加算　１5％～25％ 　・管理職加算　１0％～25％

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合です。

【参考】勤勉手当への勤務成績の反映状況（一般行政職）
　

 （2) 退職手当（平成２４年４月１日現在）

（支給率）　　　　　 （支給率）　　

勤続２０年

勤続２５年

勤続３５年

最高限度額

１人当たり平均支給額　 千円 千円

その他の加算措置 その他の加算措置

（注）１　　「１人当たり平均支給額」は、平成２３年度に退職した職員に支給された平均額です。

  (3) 地域手当（平成２４年４月１日）

千円

千円

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

30.55月分

18

（注）「支給実績」、「支給職員１人当たり平均支給年額」は、平成２３年度決算額です。

59.28月分

2.601.35

30.55月分

41.34月分

0.65

2.60

勤続２０年

支給実績（平成２３年度決算）

1.45

3

支給対象職員数

3

最高限度額

－

236

26,056

113,289

1.45

1.35

0.65

2.60

0.65 1.45

利　府　町

勤続２５年

24,392

41.34月分

国

国の制度（支給率）支給対象地域

1.35

１人当たり平均支給額（平成２３年度決算）

仙台市 6

利　府　町

勤続３５年

宮　城　県

59.28月分

東京都（２３区） ― 18

支給職員１人当たり平均支給年額（平成２３年度決算）

定年前早期退職特例　2％～20％加算

国

1,319

支給率

利府町
（名取市、多賀城市、富谷町）

6

3

59.28月分

　　　２　本町職員の退職手当は、宮城県市町村職員退職手当組合条例により支給されています。

定年前早期退職特例　2％～20％加算

　
　基準日前半年間に係る当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明に基づ
き、勤務成績を総合的に勘案し、成績率を決定する｡

―１人当たり平均支給額（平成２３年度決算）

1,658

59.28月分

自己都合

59.28月分

23.5月分

33.5月分

47.5月分

勧奨・定年

33.5月分

47.5月分

自己都合

23.5月分

　
　昇給日前１年間に係る当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明に基づ
き、勤務成績を総合的に勘案し、昇給号俸を決定する｡

59.28月分

勧奨・定年
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  (4) 特殊勤務手当（平成２４年４月１日現在）

千円

　円

　％

  (5) 時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

 （6) その他の手当（平成２４年４月１日現在）

３　交通機関と交通用具の併用者

※限度額　1月あたり　55,000円

２　交通用具使用者

　6ヶ月分の運賃相当額（6ヶ月定期の額）を6
月毎に支給

通勤手当

１回　1,300円

320,887
11,000円+（家賃－23,000円）/2

千円

左記職員に対する支給単価

手当の種類（手当数）

　管理又は監督の地位にある職員に対し、次の額
を支給

　感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に
関する法律に基づく防疫業務に従事した職員

日額　290円

支給職員１人当たり
平均支給年額

支給実績

職員全体に占める手当支給職員の割合（平成２３年度）

１回　　800円

職員１人当たり平均支給年額（平成２２年度決算）

支給実績（平成２３年度決算）

手当の名称

感染症防疫作業手当

　②月額23,000円を超える家賃を支払っている職員

※限度額　27,000円

※限度額　1月あたり　55,000円

　上記　1+2の額

　使用距離により1月あたり2,000円～24,500円

57,294

内容及び支給単価

同じ

45,180

246

国の
制度と異
なる内容

国の
制度との

異同

　②専門官、参事　　　　　　　 33,200円
－

　①課長、室長、局長　　　　　41,500円

住居手当

　借家・貸間に居住している職員

　行旅死亡人の収容及び護送等の業務に従事した
職員

３種類

手　当　名

扶養手当

（職員に配偶者がいない場合は、そのうち
１人について11,000円）

１　配偶者　13,000円
２　配偶者以外の扶養親族

276

支給実績（平成２２年度決算）

－

主な支給対象業務

302

　③班長　　　　　　　　　　　　　27,800円

職員１人当たり平均支給年額（平成２３年度決算）

主な支給対象職員

千円27,134

管理職手当 同じ

1.7

　それぞれ6,500円

家賃－12,000円

※扶養親族である子のうち、満15歳に達する
日後の最初の4月1日から満22歳に達する日
以後の最初の3月31日までの間にある子があ
る場合は、1人につき5,000円加算

　行旅病人の収容及び護送等の業務に従事した職
員

－

－

支給職員１人当たり平均支給年額（平成２３年度決算）

行旅死病人取扱手当

（平成２３年度決算）

－

（平成２３年度決算）

69

支給実績（平成２３年度決算）

円

円271,339

9,017

同じ － 円

54,981千円

9,627

１　交通機関等利用者

同じ －

千円 457,934

　④出先機関の長等(5級) 19,800円、(4級)18,500円

円

　①月額23,000円以下の家賃を支払っている職員

17,402
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円

円

円

円

円

（注）１　　「手当名」、「手当及び支給単価」は、平成２４年４月１日における内容を記載しています。

６　特別職の報酬等の状況（平成２４年４月１日現在）

円 円／ 円

円 円／ 円

円 円／ 円

円 円／ 円

円 円／ 円

　　 （算定方式） （１期の手当額） （支給時期）

円

円

国の
制度と異
なる内容

支給実績
支給職員１人当たり

平均支給年額

（平成２３年度決算）

国の
制度との

異同
（平成２３年度決算）

―

―

千円

―

― 千円
災害派遣手当
武力攻撃災害
等派遣手当

　災害応急対策又は災害復旧のため国又は他の
地方公共団体から派遣された職員が、住所又は
居所を離れて本町の区域に滞在する場合に支給

　　１日　6,620円を超えない額（滞在期間に応じた額）

同じ －

宿日直手当

　宿日直勤務を命ぜられ勤務した職員に、次のと
おり支給

　　１回　4,200円

同じ － ―

単身赴任手当

　公署を異にする移動等に伴い転居し、単身で生
活する職員に、次のとおり支給

　　月額　23,000円＋加算額（交通距離に応じた額）

千円

千円夜間勤務手当

　正規の勤務時間として、深夜に勤務することを命
ぜられ勤務した職員に、次のとおり支給

　　１時間当たりの給与額×25/100×時間数

同じ － ―

7,859,904

243,000

2.95

月分

　　　２　退職手当は、宮城県市町村職員退職手当組合条例により支給されています。

750,000

499,000

629,800

298,000

17,483,136

千円

－ ―

904,000 383,500

報

酬

給

料
827,800

400,000

任期毎

副 議 長

311,500

－ 147 29,488

       勤めた場合における退職手当の見込額です。     

給料月額　629,800円×在職月数×0.26

円

副 町 長

町 長
月分

議 員

　　　２　　「支給実績」、「支給職員1人当たり平均支給年額」は、平成２３年度決算に基づくものです。。

―

　③出先機関の長等　　　　　　　　　　　4,000円

21,583130－

同じ

副 町 長

同じ
　①課長、室長、局長、専門官、参事　6,000円
　②班長　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,000円

内容及び支給単価手　当　名

退
職
手
当

　　（平成２３年度支給割合）

期
末
手
当

副 町 長

　　（平成２３年度支給割合）

229,000

　管理職手当の支給を受ける職員が週休日又は
休日等に勤務した場合に、次の額（勤務時間が６
時間を超えた場合は、次の額に150/100を乗じて
得た額）を支給

任期毎

3.25

(注）１　退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（４年＝４８月）  

管理職員
特別勤務手当

　　　３　類似団体とは、人口規模、産業規模が類似している団体です。

157,000

町 長

町 長

同じ

議 員

　祝日法による休日等に正規の勤務を命ぜられ勤
務した場合に、次のとおり支給

　　１時間当たりの給与額×135/100×時間数

区 分

227,000

備　　　　考

議 長

副 議 長

議 長

182,000430,000

（参考）類似団体における最高／最低額

休日勤務手当

千円

給料月額　827,800円×在職月数×0.44

給 料 月 額 等

6



７　職員数の状況

 （1)部門別職員数の状況と主な増減理由
（各年４月１日現在）

人口１万人当たり職員数　　　　 人

（類似団体の人口1万人当たり職員数 人）

人口１万人当たり職員数　　　　 人

（類似団体の人口1万人当たり職員数 人）

人口１万人当たり職員数　　　　 人

（注）１　職員数は一般職に属する職員数である。
　　　２　[     ]内は、条例定数の合計である。

27

11

59歳

1

69.55

44歳

～

人

△ 1

平成２３年

51.99

△ 2

平成２４年

52

主な増減理由

＜参考＞

保育士の増

0

普
通
会
計

小　計

1

7

△ 1

△ 2

50

災害復旧・震災復興業務の増

スポーツ振興業務担当者の増

0

職 員 数

人

環境衛生業務担当者の減
保健福祉センター業務員の減

[ 0 ］

16

170

40歳

△ 1

人

～ 計

△ 3

32歳

 （2)年齢別職員構成の状況（平成２４年４月１日現在）

下水道業務担当者の増

0

7

245

50

[　275　］

企業誘致担当者の減

対前年
増減数

　　　　　　　　区　　分
　部　　門

小計

14

5

20

4

5

45

＜参考＞

61.89

168

9

1

68.95

2

218

9

その他

特
別
行
政

221

46民生

下水道

51

教育

小　計

51

区　分
未満

～

20歳 20歳 24歳

23歳

合　　計

39歳

60歳52歳

～ ～

48歳 56歳

以上

～ ～

28歳

35歳

～ ～

16 21 0 244

小　計

人 人 人

～

20

労働

総務

5

16税務 税務・納税担当者の減

＜参考＞

47.69

39

55歳47歳 51歳

一
般
行
政

公
営
企
業
等
会
計

52

議会

人
1910 10

職員数
423 38

人 人
22

農林水産

4

43歳

商工

土木

水道

27歳 31歳

衛生

36歳

0

7

[　275　］

0

0

0

25

6
10

24

人

246 △ 1

後期高齢者医療広域連合への職員派遣のため

人人人
24

△ 4

0

5

10

15

20

25

|

20

20

|

23

24

|

27

28

|

31

32

|

35

36

|

39

40

|

43

44

|

47

48

|

51

52

|

55

56

|

59

60

|

構成比

５年前の構成比

%
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（ ％）

（ ％）

（ ％）

（ ％）

（ ％）

（ ％）241

218

（注）　各年における地方公共団体定員管理調査において報告した部門別職員数です。

総合計

164

51

 (3)職員数の推移

0

210

2725

教育

240

27 25

163 170 168

246 245

0 0 0

245

平成２０年度
部門別

年　度

215

30

過去５年間
の増減数（率）

平成１９年度

51 5154

0

159

0

31

一般行政

普通会計計

50

0.0%

7

-450

213 215 221

161

平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度

0

4.3%

－0

3

240

-7.4%

-3

消防

1.4%

-10.0%公営企業等会計計
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８　公営企業（水道事業）職員の状況

職員給与費 　（参考）

　　　

歳 円 円

歳 円 円

歳 円

（注）１　基本給、平均月収額は、平成２３年度決算額です。  

（注）２　平均月収額には、期末・勤勉手当等を含んでいます。  

①期末手当・勤勉手当

千円　 千円　

（平成２３年度支給割合） （平成２３年度支給割合）

　　　　　　　　期末手当　 勤勉手当 　　　　 　　期末手当　 勤勉手当

 月分  月分  月分  月分

（ ）月分 （ ）月分 （ ）月分 （ ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

　・役職加算　5％～15％ 　・役職加算　5％～15％

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合です。

②退職手当（平成２４年４月１日現在）

（支給率）　　 （支給率）　　　　　　　自己都合 勧奨・定年

月分 月分

月分 月分

月分 月分

月分 月分

１人当たり平均支給額　 千円 千円 １人当たり平均支給額 千円

その他の加算措置 その他の加算措置

（注）１　　「１人当たり平均支給額」は、平成２３年度に退職した職員に支給された平均額です。

41.34月分

59.28月分

  （１）職員給与費の状況（決算）

利　府　町

総費用

－－

59.28月分

30.55月分

1.45

511,704

勤続３５年 59.28月分

平均月収額

1.45

勤続２０年

利府町（公営企業除く）

30.55月分

勤続２５年 41.34月分

  （３）職員の手当の状況

59.28月分

早期退職特例　2％～20％加算

最高限度額

早期退職特例　2％～20％加算

－

59.28月分 59.28月分

千円24,392

利　府　町

45.6

45.4

勤続２５年

1.35

528,316

33.5月分

利　府　町

平　均　年　齢

　　　　　　Ｂ／Ａ

5,464

勤続２０年

0.65

純損益又は実

334,917

1,319

利府町（公営企業除く）

0.65

1,514

１人当たり平均支給額（平成２３年度）

総費用に占める

　質収支

Ａ  占める職員給与費比率

47.5月分

358,043

－

47.5月分勤続３５年

－

2.60

23.5月分

2.60

人 千円 千円

給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費

給　 料 職員手当

　　　　　千円

職員数

基本給

（参考）全国市町村平均
（政令指定都市を除く）

一人当たり給与費期末・勤勉手当

職員給与費比率

％

891,123 65,470

平成22年度の総費用に

78,591 8.8 9.3

　　　　千円 千円　

Ｂ　

千円

　　計　　Ｂ

千円

一人当たり

23.5月分

33.5月分

％

36,171 13,629

平成
23年度 9

自己都合 勧奨・定年

区　　分

千円

１人当たり平均支給額（平成２３年度決算）

区分

1.35

　　　２　本町職員の退職手当は、宮城県市町村職員退職手当組合条例により支給されています。

最高限度額

55,264

　　　　給与費 　　B/A　　　　　　Ａ

  (２) 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況

6,140 6,350

全国市町村平均
（政令指定都市を除く）

事業者

平成
23年度

区分

千円　

9



③地域手当（平成２４年４月１日現在）

千円

千円

％ 人 ％

％ 人 ％

④特殊勤務手当（平成２４年４月１日現在）

千円

　円

　％

⑤時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

⑥その他の手当（平成２４年４月１日現在）

3

支給実績（平成２３年度決算）

－

職員全体に占める手当支給職員の割合（平成２３年度） －

支給対象地域 支給率 支給対象職員数

支給実績（平成２３年度決算） 1,169

手当の名称

129,889支給職員１人当たり平均支給年額（平成２３年度決算）

１回　　800円

１回　1,300円

－
　行旅病人の収容及び護送等の業務に従事した職
員

３種類

日額　290円－

左記職員に対する支給単価主な支給対象職員

感染症防疫作業手当

手当の種類（手当数）

6

　感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に
関する法律に基づく防疫業務に従事した職員

国の制度（支給率）

6

支給職員１人当たり平均支給年額（平成２３年度決算）

利府町 3

0

9

仙台市

－

行旅死病人取扱手当

－
　行旅死亡人の収容及び護送等の業務に従事した
職員

支給実績（平成２３年度決算）

職員１人当たり平均支給年額（平成２３年度決算）

1,202

同じ住居手当

支給実績（平成２２年度決算）

職員１人当たり平均支給年額（平成２２年度決算）

525

88

－ 1,492

200

円

248,583

　②月額23,000円を超える家賃を支払っている職員

11,000円+（家賃－23,000円）/2
324 千円 324,000

１　借家・貸間に居住している職員

家賃－12,000円

－

　①月額23,000円以下の家賃を支払っている職員

※限度額　27,000円

手　当　名 内容及び支給単価
一般行政職

の制度との異
同

支給職員１人当たり
平均支給年額

（平成２３年度決算） （平成２３年度決算）

円千円

１　配偶者　13,000円
２　配偶者以外の扶養親族

主な支給対象業務

一般行政職
の制度と異な

る内容

支給実績

扶養手当 同じ
※扶養親族である子のうち、満15歳に達する
日後の最初の4月1日から満22歳に達する日
以後の最初の3月31日までの間にある子があ
る場合は、1人につき5,000円加算

　それぞれ　6,500円
（職員に配偶者がいない場合は、そのうち
１人について11,000円）
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３　交通機関と交通用具の併用者

円

円

円

円

円

（注）１　　「手当名」、「手当及び支給単価」は、平成２４年４月１日における内容を記載しています。

７（１）～（３）を参照願います。

―

宿日直手当

　宿日直勤務を命ぜられ勤務した職員に、次のと
おり支給

　　１回　4,200円

支給職員１人当たり
平均支給年額

（平成２３年度決算） （平成２３年度決算）

災害派遣手当
武力攻撃災害
等派遣手当

　災害応急対策又は災害復旧のため国又は他の
地方公共団体から派遣された職員が、住所又は
居所を離れて本町の区域に滞在する場合に支給

　　１日　6,620円を超えない額（滞在期間に応じた額）

同じ － ― 千円

夜間勤務手当

　正規の勤務時間として、深夜に勤務することを命
ぜられ勤務した職員に、次のとおり支給

　　１時間当たりの給与額×25/100×時間数

同じ － ―

―

同じ

同じ － ― 千円

―

―千円

一般行政職
の制度との異

同

一般行政職
の制度と異な

る内容

支給実績

単身赴任手当 － ― 千円

内容及び支給単価

　公署を異にする移動等に伴い転居し、単身で生
活する職員に、次のとおり支給

　　月額　23,000円＋加算額（交通距離に応じた額）

　　　２　　「支給実績」、「支給職員1人当たり平均支給年額」は、平成２３年度決算に基づくものです。。

―同じ

手　当　名

－休日勤務手当

　祝日法による休日等に正規の勤務を命ぜられ勤
務した場合に、次のとおり支給

　　１時間当たりの給与額×135/100×時間数

同じ

　使用距離により1月あたり2,000円～24,500円

　②班長　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,000円
　③出先機関の長等　　　　　　　　　　　4,000円

  （４）職員数の状況

― 円

通勤手当

　①課長、室長、局長　　　　　41,500円

※平成１９年度から平成２２年度まで経過措置により段階的に減額しています｡

1,295同じ

－

円

円－

千円

１　交通機関等利用者

　6ヶ月分の運賃相当額（6ヶ月定期の額）を6
月毎に支給

　①課長、室長、局長、専門官、参事　6,000円

242

―

千円

40,400千円

431,600

―

千円

２　交通用具使用者
※限度額　1月あたり　55,000円

同じ －

　管理又は監督の地位にある職員に対し、当該職
員の給料月額に次の支給割合を乗じて得た額を
支給

　上記　1+2の額
※限度額　1月あたり　55,000円

管理職手当

　③班長　　　　　　　　　　　　　27,800円
　②専門官、参事　　　　　　　 33,200円

　管理職手当の支給を受ける職員が週休日又は
休日等に勤務した場合に、次の額（勤務時間が６
時間を超えた場合は、次の額に150/100を乗じて
得た額）を支給管理職員

特別勤務手当

　④出先機関の長等(5級) 19,800円、(4級)18,500円
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